
北山田町内会 会則 

 

（名称と事務所） 

第１条 本会は北山田町内会と（以下「本会」という）称し事務所を北山田町内会公民館に置く 

 

（会員） 

第２条 会員は原則として横浜市都筑区北山田一丁目から七丁目に居住する世帯並び事業所又法人とする  

 

（目的） 

第３条 本会は町内の発展と会員相互の親睦を推進し図ることを目的とする 

 

（事業） 

第４条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う 

1． 防犯防災活動の普及と関連施設等の維持管理 

2． 協働のまちづくりの推進 

3． 共同施設並び財産の維持管理 

4． 地域交流活動に関する行事 

5． 健康・福祉活動の推進 

6． 青少年健全育成の推進 

7． 本会承認の各部団体に対する助成 

 

（運営費） 

第５条 本会の運営費は次による 

     会費、地域振興協力金、寄付金及びその他による 

会費は１世帯月額２００円とする  母子,父子家庭（民生委員の承認者）は免除する 

 

（役員） 

第６条 本会の役員は次による 

会長   １名 

副会長  若干名 

総務 （副会長兼務） １名 

会計 （副会長兼務） １名 

理事   若干名 

班長   若干名 

監査   若干名 

相談役  若干名 
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（役員の職務） 

第７条 役員の職務は次による 

会長  事業を総括し本会を代表する 

副会長 会長を補佐し必要により代行する 

総務  事業運営の総括 

会計  会計業務の総括 

理事  事業の運営に役員、班長と連携をとり推進する 

  総会においては代議員を兼ねる 

班長  班を代表し理事と連携をとり事業を推進する 

  総会においては代議員を兼ねる 

 監査  会計を監査 

 相談役 運営総括の補佐 

 

（役員の任期） 

第８条 役員の任期は次による 

１．役員、理事の任期は原則２年とし再任は妨げないものとする 

２．役員、理事に欠員を生じた場合は補充しその任期は前任者の残留期間とする 

３．班長の任期は原則１年とし欠員を生じた場合は補充しその任期は前任者の残留期間とする 

 

（役員・班長の選任） 

第９条 役員の選出は次による 

１．役員 会長、副会長、監査は総会において選任する 

  総務､会計は副会長の中より会長が指名委嘱する 

  ２．理事 選出の基準は理事会で決定し、理事のもと選出し総会において選任する 

３．班長  班は概ね２０世帯又は住居区画を目安とし選出方法はその班の任意による 

４．相談役 理事会の承認を得て会長が委嘱する、任期は会長の在職中とする 

 

（会議及び議決） 

第１０条 会議及び議決は次による 

１．総会 総会は年１回会長が招集する 

  役員、理事、班長による代議員制で過半数以上の出席をもって成立 

  また理事会が必要と認めた時は臨時総会を開催することができる 

２．役員会 役員で構成し本会の運営を総括する 

３．理事会 役員、理事で構成し総会に次ぐ議決機関とする 

４．班長会 役員、理事、班長で構成し、各班と協議を行ないよりよい会の運営を図る 

５．議決は出席者の過半数以上の賛同を要する 
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（会計） 

第１１条 本会の会計は次による 

１．会計は常に関係資料を備え会員の要求があれば閲覧する 

２．会計年度は４月１日より翌年３月３１日とする 

３．予算及び決算は総会の承認を要する 

 

（慶弔） 

第１２条 慶弔金は別紙細則による 

     不慮の災害時などの見舞金は理事会で決定する 

 

（その他） 

第１３条 本会の施設、備品類の貸出しは原則有料とし料金は別紙細則による 

 破損した場合は修理弁償することとする 

 

附則 

（細則の制定） 

第１４条 会則施行のため必要な細則は理事会の評決を経て会長が定める 

 

（会則の改廃） 

第１５条 会則の改廃は総会の承認を要する 

 

（規約の施行） 

第１６条 本会則は平成１５年４月７日より施行する 

     ２ 平成２８年４月１７日 改訂 
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細  則 

１・慶弔金 

      

役 職  花 輪 果 物   香 典（円） 備  考 

会 員   ５､０００ 世帯主 

班 長   １０､０００  

理 事 ○  １０､０００  

班長・理事   ５､０００ 配偶者・同居の父母、子供 

役 員 ○ ○ １０､０００  

同 上 ○  ５､０００ 配偶者・同居の父母、子供 

＊ 特例については役員会で決定する 

 

２・ 備品貸出し料金（円） 

 貸出期限や料金は、役員会を経て会長が都度設定する 
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